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61 福祉局 障害者の自立に向けた就労促進策の推進 

事
業
概
要 

障害者がそれぞれの状況に応じて、安心して働き続けられるよう、行政、企業及び福祉施設が

一体となって支援する。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

区市町村を実施主体として、職場開拓や就労準備、職場定着などの就労面の支援と、就労に伴

う生活面の支援を一体的に提供する「区市町村障害者就労支援事業」を推進してきた。 

あわせて、福祉、労働、教育等の施策を一体的に進めることを目指し、東京都と東京労働局、

企業・経済団体、就労支援事業者等の関係機関の連携を強化するための協議の場として、平成 19

年度に「東京都障害者就労支援協議会」を設置し、障害者の一般就労を一層支援することとした。 

平成 20 年 11 月には、「東京都障害者就労支援協議会」において、関係機関が連携し、障害の

ある方の雇用・就労の推進に取り組むことにより、だれもがともに働くことのできる社会の実現

を目指した「首都ＴＯＫＹＯ障害者就労支援行動宣言」を発表した。 

また、知的障害者及び精神障害者の企業への雇用機会の拡大を目指し、平成 20 年度から都庁

において臨時職員を雇用する「雇用にチャレンジ事業」を開始し、その実績やノウハウを踏まえ、

平成 28 年度から都庁内に「東京チャレンジオフィス」を開設し、個々のニーズや適性に応じた

就労経験を積む機会を提供することにより、一般企業への就労を支援している。 

令和７年３月に策定した「2050東京戦略」においては、「2035年度末までに障害者雇用を６万

人増加」の目標を掲げた。 

 

現
在
の
進
行
状
況 

区市町村障害者就労支援事業や「東京チャレンジオフィス」等の取組により、一般企業への就

労を支援している。 

東京都障害者就労支援協議会は令和７年度の事業計画である「障害者雇用・就労推進連携プロ

グラム 2025」を策定し、障害者雇用に向けた取組を着実に進めている。 

就労支援機関等に対し、「就労支援機関連携スキル向上事業」で企業へのアプローチ・マッチ

ング等のスキルを付与するための実践的研修等を実施するなど、障害者の円滑な一般就労の促進

を図っている。 

また、都内の福祉施設を対象とした「工賃アップセミナー事業」の実施、区市町村が意欲ある

事業所に対して経営コンサルタントを派遣する経費等に対する補助の実施、受注拡大及び工賃向

上を図るための区市町村ネットワークによる共同受注体制の構築、事業所の状況に応じて仕事が

受注できるよう企業と事業所の間で仕事のマッチングができる環境の構築、福祉施設の自主製品

の普及及び販路拡大を図るための福祉・トライアルショップ「ＫＵＲＵＭＩＲＵ（くるみる）」

の運営など、福祉施設における工賃アップに向けた取組の推進を図っている。令和６年度からは、

就労継続支援Ｂ型事業所が工賃向上を目指す上で抱える様々な課題について、事業所の状況に応

じて自ら解決できるよう伴走型支援を実施している。 

外出が困難な重度障害者の社会参加に向けて、専門のコーディネーターが様々な関係機関と連

携・調整し、技術を活用した就労支援を行うとともに、専用ホームページ「重度障害者就労サポ

ート」に支援ノウハウを蓄積・情報発信していくことで、重度障害者の就労支援の裾野を広げて

いく事業を実施している。 

今
後
の
見
通
し 

東京都障害福祉計画に基づき、区市町村障害者就労支援事業の推進を図る。 

今後も「東京都障害者就労支援協議会」を通じて、関係機関との連携を強化し、社会全体で障

害者雇用の拡大に取り組む。 

また、引き続き企業就労を支援し障害者の雇用を促進していくとともに福祉施設における工賃

アップに向けた取組を推進していく。 

問合せ先 福祉局 障害者施策推進部 企画課 電話 03-5320-4142 

 


